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司民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案の概要   

1法案の趣旨  

○年金制度の長期的な給付と負担の均衡を図り、年金制度を持続可能なものとするとともに、将来的な給付  
平成21年  水準（現役世代の手取り収入の50％）を確保し、国民の年金制度への信植確保を図る観点から、  

度からの基礎年金国庫負担割合2分の1を実現するための所要の措置を講ずる。  
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2 法案の概要  

○国庫は、平成21年度及び平成22年度については、財源確保法の規定に基づく財政投融資特別会計から  
一般会計への特例的な繰入金を活用し、2分の1との差額を負担する。  

○また、老齢基礎年金の額計算に関しては、平成21年度及び平成22年度の全額免除期間の月数を保険  
料納付済期間の月数の2分の1と算定する等の措置を講ずる。  

○その後税制改正法の規定に従って行われる税制の抜本的な改革により所要の安定財源を確保した上で、  
基礎年金国庫負担割合2分の1を恒久化する。なお、それまでの間は上記と同様に臨時の法制上・財政上の  
措置を講ずるものとする。  

○基礎年金の最低保障機能の強化等に関する検討を進め、制度として確立した場合に必要な費用を賄うた  
めの安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。（検討規定）  

平成21年4月1日   3 施行期日  



16年改正のフレームワーク  

① 上限を固定した上での保険料の引上げ   
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② 負担の範囲内で給付水準を自動調整する仕組み（マクロ経済スライド）の導入  
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標準的な年金の給付水準について、現在の59．3％から、現役世代の人口減少とともに水準を調整。今 ：  

後の少子化の中でも年金を受給し始める時点で現役サラリーマン世帯の平均的所得の50％を上回る。   

【参考】現在（平成20年度）の年金額：基礎年金（40年加入） 月額66，008円  
厚生年金（夫婦2人分の標準的な年金額） 月額232．592円  

③積重塵取邁軋 ‖……＿＿…   

の終了時に給付費働程度の積立金を  
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④基礎真金屈眞負捏申三分申ユ1勾引土ば＿＿‖＿………＿‖＿＿＿＿＿…＿…＿＿……叫  
所要の安定的な財源を確保する税制抜本改革を行った上で、平成21年度までに2分の1に引き上げるこ…  
とが法律上明記。  

．．．．－ － －■ ●■．．＿ ＿ ＿ ＿ －．■ ＿■．＿■ － ＿ ＿ ＿．．．．－ ■＿ ＿ ＿ ■．■ ■■■ ＿．－ ■■ ■ ■ ＿ ＿ ■－ ■ ＿－ ＿．．＿ －■ ■ ＿．．．．－ ■ ■■ ■＿ ■．－ ■■．■ ■■■■一．．．．－ ■ ■ － ■ ■ ■■－ ■・■－・■－■－・－  

l  

l  



21まで   19  18  



持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた  

「中期プログラム」（平成20年12月24日 閣議決定） 一抜粋－  

Ⅱ，国民の安心強化のための社会保障安定財源の確保  

2．安心強化と財源確保の同時進行   

国民の安心強化と持続可能で質の高い「中福祉」の実現に向けて、年金、医療及び介護の社会保障給付や少子化対策につい  

て、基礎年金の最低保障機能の強化、医療・介護の体制の充実、子育て支援の給付■サービスの強化憂ど機能強化と効率化皇  

国旦」このため、別添のエ程表で示された改革の諸課題を軸に制度改正の時期も踏まえて検討を進め、確泣華  

費用について安定財源を確保した上で、段階的に内容の具体化を図る。  

Ⅲ．税制抜本改革の全体像  

1．税制抜本改革の道筋  

（1）基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げのための財源措置や年金、医療及び介護の社会保障給付や少子化対策に要  

する費用の見通しを踏まえつつ、今年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させる1  

を前提に、消費税を含む税制抜本改革を20‖年度より実施できるよう、必要な法制上の措置をあら力、じめ講じ、2010年代  

4   



掛なお、改革の実施に当たっては、景気回復過程の状況と国際経  

済の動向等を見極め、潜在成長率の発揮が見込まれる段階に達しているかなどを判断基準とし、予期せざる経済変動にも柔  

軟に対応できる仕組みとする。  

Ⅴ．中期プログラムの準備と実行  

（1）経済好転後の税制抜本改革等の速やかな施行のために、その実施時期に先立ち、改革の内容の具体化を進めるとともに、  

法案その他の制度的準備を整える。政府においては、経済財政諮問会議や政府税制調査会などで行われる議論も踏まえつつ、  

関係省庁が連携してそのための検討に着手する。  

（2）2009年度（平成21年度）の税制改正に関する法律の附則において、前記の税制抜本改革の道筋及び基本的方向性を立  

法上明らかにする。  

（3）基礎年金国庫負担割合の2分の1咄4年（平成16年）年金改正法に沿って、前言己の税制抜杢  

改革により所要の安定財源を確保した上で、恒久化する。印09年度及び2010年度の2年間は、暁時の財源を手当てするこ  

上によ噛ナーる〔予期せざる経済変動＝こ対応す冬場合  
には、そ廟臨時の財源を手当てすることlこより、基礎年垂国庫負担割合を2分の1とする措置を講ず  

るものとする。   



「 同最終報告」に描か  「社会保障国民会議中間報告」及び   

社会保障の機能強咋の工程表  
2009  2010     2011  2012  2013  2014  

社会保障国民会議  
最終報告に基づく  
機能強化の課題  2015   （～2025）  

財政検証  財政検証  

基礎年金国庫負担割 合2分の1の実現  

・低年金・無年金者 

法 改 正、順 次 実 施  

対策の推進 
（保険料免除制度の見直し、受給資格期間の見直し、厚生年金適用拡大、保険料追納の弾力化）  

・在職老齢年金制度の見直し等（→ 高齢者の就労に配慮した検討・実施）  
・育児期間中の保険料免除（→他の少子化対策と歩調をあわせて検討・実施）  など  

（新）都道府県医療計画（2013～17  計画（2008  救を合さ  J良血餌：焦1．．．… 件期 
急   急医療の新たな‡旨  

ノニ・γ  （従事医師数の増加  
／／∵／  

分担の推進   

レセプトの段階的な  
／．ノ1      ′／ 

レセプトオンライン化の完全実施  
請求への切替え  

○安心して出産できる体制  
り 

・急性期の機能分化推進  
分担の見直し等の制度的対応による人  ・地域包括ケアの推進と在宅医療の強化・充実  など  

○救急患者の受入れ、早期回復   

○社会復帰できる体制の構築  

∴    介護報酬改定  介護報酬改定  

ワ／  

第4期介護計画（2009～11   3か年）  I ん  第5′  介護計画（2012～14の3か年）  
／ノ  

基本方針の策定  

介護事業所  

lt＋3％改定l  
▼  

た介護従事者の処遇改善と確保  など  

充実等の評価を通じ】  

基礎年金の最低保障  
機能強化  

社会の構造変化に対 する対応  

（医 療）  

急性期医療の機能強 化  

医師等人材確保対策  

（介 護）  

介護従事者の確保と処 遇改善  

居住系サービス拡充と  
在宅介護の強化  

仕事と子育ての両立を  
支えるサービスの質と  

量の確保  
新たな制度体系¢下での給付  

サービスめ整備  少
子
化
対
策
 
 

すべての家庭に対する 子育て支援の強化  ○すべての子ども・子育て家庭に必要な給付・サービスを保障   
・休業中一所得保障（出産前後の継続就業率55％）   
・働きに出る場合一保育サービス（3歳未満児保育利用率38～44％）くフランス、スウェーデン並み〉  

→両給付は統合又は選択・併用可能に（シームレス化）   

・働いていない場合一月20時間程度の一時預かりの利用を支援   

・学齢児一放課後児童クラブ（低学年利用率60％）  
→「小1の壁」の解消  

子育て支援サービスを  

一元的に提供する新た  
な制度体系の構築  

法制化  新たな制度体系の制度設計の検討  

社会保障番号1カード  ■■■■＝＝■■■■■■■■■■■●■■＋■■t…■■■■t■＝●■■■■■■   

社会保障カード（仮称）の実矧こ向けた   

環境整備（実証実験の実施等）  
→2011年度中を目途とした導入   



基礎年金国庫負担の引上げ所要植   
（平成21年度予算ベース）  

（単位：兆円）  

（注）国庫負担額には、地方公務員共済組合の基礎年金拠出金に係る地方負担分等を含む0   




